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所得税の取扱いをめぐる
　　　　　　　重要な事項をわかりやすく解説!

●多様なケースに対応する決定版

所得税の取扱いをめぐる重要な事項や、判断の
難しい問題を網羅し、これを事例に即して一問
一答形式でわかりやすく解説したもので、通常
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●税務関係者必携の実務指針書
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門家から企業の税務担当者までご利用いただけ
る内容です。
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第１章　総　則
第１　納税義務者
○所得税の課税所得の範囲
○海外デザイナーに支払ったデザイン料に係る
源泉徴収

○居住者と非居住者との区分
○居住者・非居住者の区分（公社・公団の職員及
びその家族）

○海外赴任後１年未満で帰国した場合
○役員の居住者と非居住者の判定
○米国軍人家族の居住者と非居住者の判定
○過去に外交官として国内に居住していた場合
の非永住者の判定

○外国船舶の乗組員の住所の判定
○非永住者の国外払い給与
○外国人研修生に対する研修手当
○ボランティア団体に対する課税
○構成員課税の対象となるキャリード・インタ
レストの判定
第２　非課税所得
○非課税所得の概要
○雇用主から受ける死亡見舞金や遺族が受ける
恩給、年金はどうなるか

○餞別にも税金がかかるか
○ホームステイ実施機関を通じて支給される謝
礼金

○保険事故が発生した場合に受け取る保険金
○死亡保険金を一時金で受け取った場合の所得
○親族の傷害保険金を受領した場合
○疾病により重度障害者となった者以外の親族
が保険金の支払を受けた場合

○就業不能状態からの復帰を支援する一時金
○メーカーが掛金を負担した交通傷害保険の保
険金

○生前給付型生命保険の給付金
○重度慢性疾患保障保険に係る重度慢性疾患保
険金

○航空機事故により旅行会社から受領した死亡
補償金

など
第３　所得の帰属
○家賃の受取人と不動産の名義人が異なる場合
○賃貸料収入の帰属先
○担保物件から生ずる所得の帰属
○駐車場の事業主の判定と所得の種類
○妻名義の免許等により行っている事業の所得
の帰属

○生計を一にする親族が共に自由職業者である
場合の所得者

○夫婦財産契約を締結している場合の所得の帰属
○未分割財産に係る相続人の不動産所得
○相続で限定承認により取得した賃貸用家屋か
ら生ずる不動産所得

○消費税の税込経理方式を採用している者が死
亡した場合の消費税の還付金の帰属

○土地を無償で借り、駐車場経営をしている場
合の所得の帰属

○医業を共同事業としている場合の社会保険診
療報酬に係る源泉徴収税額の取扱い

など
第４　納税地
○住所・居所の意義
○死亡した者に係る所得税の納税地
○住宅を売却して出国する場合の納税地
○公務員の納税地
○申告は事業所でできるか
○納税管理人の納税地を納税地とすることがで
きるか

○貸事務所所在地を納税地とすることができるか
○勤務地を納税地とすることができるか
○納税地の変更又は異動がある場合の手続

第２章　各種所得
第１　利子所得
○利子所得の範囲
○利子所得の課税制度
○利子所得の非課税制度
○外国にある銀行の預金利子の課税方法
○金融機関の店舗の分割があった場合の異動申
告書
○数口の納税準備預金のうち一つのものから目
的外払出しがあった場合
○納税準備預金から年末調整による源泉徴収超
過額還付金を引き出すことは、納税目的の引
出しに当たるか
○身体障害者手帳の交付を受けている者が保護
者である場合の障害者等の範囲
○身体障害者手帳等を交付申請中の者に対する
マル優の適用
○有価証券の購入時に保管の委託等をしなかっ
た場合、障害者等マル優制度の適用を受ける
ことができるか
○ネットバンクでのマル優の適用
○使用人から役員となった者の勤務先預金
○外貨預金の利子
○少人数私募債の利子
○育児休業期間中の財形住宅貯蓄の利子
第２　配当所得
○配当所得の範囲
○配当所得の課税の方法
○上場株式等の配当等の課税方法の選択
○外国上場株式に係る配当所得の総合課税と申
告分離課税との選択及び上場株式等に係る譲
渡損失との損益通算
○上場株式の配当の課税方式
○配当所得の申告不要を選択した場合の選択の
変更
○従業員持株会の株式に係る配当金
○みなし配当所得とは
○消却株式の取得が市場取引で行われた場合の
みなし配当課税の取扱い
○組合員が死亡脱退した場合のみなし配当相当
額の取扱い
○持分会社の死亡退社に伴う払戻請求権価額相
当額が出資金額を超えた場合のみなし配当
○全部取得条項付種類株式の取得の対価として
子会社株式が交付された場合
○少額配当の一部の申告はできるか
○中間配当がある場合の少額配当の扱い
○確定申告済みの少額配当の撤回
○株式を取得するために要した負債の利子
○株式を取得するために要した負債の利子の計算
○配当落調整額の取扱い
○会社の役員が配当金の受領を辞退した場合
○名義失念株の配当
○配当所得と配当期待権

など
第３　不動産所得
○土地の賃貸に伴い受けた契約金
○借地権の設定により受け取る対価の所得区分
○借地権の更新の対価
○借地契約の更改に伴う収入の所得区分
○不動産特定共同事業から出資者へ分配される
損益
○不動産賃貸に際し、無利息で預かる保証金に
ついての経済的利益
○借地人の費用負担で借地が宅地造成された場
合の地主に対する課税
○事業に至らない規模の不動産貸付けにおいて
未収家賃が回収不能になった場合
○オーダーリース契約での保証金返還義務免除益
○同族会社が代表者に対し支払った土地賃貸に
係る一時金、借地権、賃貸料の所得
○不動産の貸付けが事業として行われているか
否かによる課税上の相違
○共有する建物の貸付けが事業的規模かどうか
の判定（１）

○共有する建物の貸付けが事業的規模かどうか
の判定（２）

○一括貸付けの場合の建物の貸付けが事業的規
模かどうかの判定

○土地の貸付けが事業的規模かどうかの判定
○供託された家賃収入
○未分割遺産の貸家から生ずる家賃収入
○代償分割により賃貸用家屋を相続取得した場
合の借入金利子の取扱い

○遺言による相続分が争いとなっている場合の
遺産から生ずる不動産所得

○遺留分侵害額請求を行った場合の課税関係
など

第４　事業所得
○事業所得計算上の収入や経費
○取引をやめる条件で受けた補償金
○事業所の立退きに伴う休業補償
○製材業者が買入れた山林を譲渡した場合の所
得区分

○販売目的の土地を一時的に貸し付けたことに
よる収入

○貸金業者が代物弁済等により取得した資産を
賃貸したり、譲渡した場合

○建築工事の工期遅延違約金
○少額重要資産の売却益の所得区分
○医師が地方公共団体から受ける損失補償金
○弁護士の顧問料収入
○無料相談会の報酬
○旅費・宿泊費等
○任意組合の事業に係る利益の分配金
○投資事業有限責任組合の事業に係る分配金
○個人の不動産業者の土地譲渡に伴う収入等の
計上時期

○土地と建物を一括取得した場合の建物の取り
壊し費用

○紛争解決のために要した費用
○不動産業者が有していた棚卸資産を廃業後に
売却した場合

○不動産業者の有する土地の一時的な貸付け
○法人経営に組織変更した後に売却した土地の所得
○マンションを建築し分譲する場合の所得
○化粧品販売外交員が受ける功労金

など
第５　給与所得
○各種委員手当
○給与所得者の特定支出
○嘱託手当
○資格取得費の特定支出控除
○職務上の旅費（宿泊費）
○学会への参加費用と特定支出控除
○勤務必要経費の特定支出控除
○勤務必要経費（在宅勤務）
○キャリアコンサルティング費用の特定支出控除
○契約に基づき継続的に役務の提供を受けるた
めに支出した特定支出の取扱い

○自動車運転手が支給を受ける金銭の所得区分
○教育訓練費の支出の一部について給付金の支
給を受けた場合

○医師等の休日診療手当
○医業に係る収入の所得区分
○非常勤の麻酔医が医療法人から得る報酬の所
得区分

○医師の健康診断業務に対する支払の所得区分
○出来高払いの給与と所得区分
○大学教授等が他大学等から受ける非常勤講師
報酬

○マネキン（販売員）が支払を受ける報酬
○会社設立発起人が受ける報酬の所得区分
○キャバクラ店で接客業務に従事するキャスト
に支払う報酬の所得区分

○大学教授に支給される研究費等
など

第６　退職所得
○退職所得
○分割で支払を受ける退職金

○定年退職後に死亡した者に支給される退職金
の改訂差額

○個人事業当時の勤続期間を通算して退職給与
を支給することとしている場合の勤続年数

○勤務先が倒産した場合の退職金等
○倒産により厚生年金基金が解散したときの分
配金

○事業を長男に引き継いだ際に使用人に支給し
た退職金

○使用人から役員になった者に支給する退職金
○使用人から執行役員になった者に対する退職金
○執行役員と会社との契約関係が雇用契約であ
る場合

○退職金に代えて生命保険契約の名義変更をし
た場合

○退職金に代えて生命保険契約の名義変更をし
た場合の取扱い

○同年中の特定役員に対する退職手当と一般の
退職手当

○令和３年12月31日以前の退職者に支払う短
期退職手当等

○短期退職手当等における短期勤続年数の判定
○退職手当における一時勤務しなかった期間が
ある場合の勤続期間の計算

○同一年中に短期退職手当等と一般退職手当等
を受けた場合

○短期退職手当等の源泉徴収税額
など

第７　山林所得
○短期間所有の山林と山林所得
○山林を自家消費した場合
○山林の火災による損失
○山林所得の概算経費控除
第８　譲渡所得
○事業用資産を売却して得た収入
○株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入
すべき時期

○ストック・オプションの従業員からの有償取得
○株式等を取得した日
○相続した上場株式の取得価額の名義書換日で
の判定

○資本の払戻しの場合の収入金額とみなされる
金額

○合併等の対価への課税関係
○公募株式等証券投資信託等の併合
○引越費用の取扱い
○譲渡のための取壊費用
○外国に所在する不動産を譲渡した場合の為替
差損

○成年被後見人の居住用不動産を処分する場合
の許可申立手続に係る費用の取扱い

○法人成り（現物出資）の資産の取扱い
○借家の収用に伴って受ける補償金
○第一種市街地再開発事業において家族の事情
により権利変換をせず補償金を受け取った場合
○金地金を売却した場合の所得区分

など
第９　一時所得
○懸賞等の賞金品
○企業が発行するポイントを個人が取得した場
合の課税上の取扱い

○一時所得の収入を得るために支出した金額
○一時払養老保険の保険金額を減額した場合の
清算金等

○固定資産税等を前納したことによる報奨金
○福利厚生団体の解散によって支払われる一時
金の取扱い

○土地区画整理組合の解散分配金
○満期保険金の所得計算
○満期保険金を据え置きした場合
○一時所得の所得内通算
○生存給付金付定期保険の生存給付金
○リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
○親族の死亡により受けた保険金
○保険金受取人が２人以上いる場合の課税関係
○従業員の死亡に伴い事業主が受け取った保険金

○従業員を被保険者とする保険契約の転換をし
た場合

○受け取った立退料
○他人のビル建築を自己のビルの増築として承
諾することにより受けた金員

○新株予約権の所得区分
○新株予約権制度の課税関係
○時効により不動産を取得した場合
○不動産売買に係る受取違約金
○契約不履行により受けた損害賠償金
○取得した手付流れに係る一時所得の必要経費
－不動産業者に支払った仲介手数料の取扱い－
○土地の譲渡所得税等相当額を負担する契約によ
り支払を受けた一時金（追加課税分）の課税関係

など
第10　雑所得
○雑所得
○雑所得を生ずべき業務を行う者の現金預金等
取引書類の保存義務の創設

○原稿料収入に係る取得を生ずべき業務に係る
領収証等の保存義務

○原稿料収入
○雑所得を有する者の収支内訳書の確定申告書
への添付義務

○公的年金に係る公的年金等特別控除
○給与所得と公的年金の雑所得を有する場合の
公的年金等特別控除額の算定

○年金の繰上支給により受け取った一時金の取
扱い－保証期間付終身年金に係る年金を繰上
受給した場合－

○相続により収受する生命保険契約に基づく年
金の課税関係

○外貨建保険の被保険者が死亡した際に相続す
る年金に係る所得

○定期積金の給付補填金は利子所得か
○外部金融機関を活用した積立貯蓄制度におい
て支給される貯蓄奨励金

○知人に対する貸付金について受けた謝礼
○雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収
入及び費用の帰属時期の特例（現金主義の特
例）

○金銭貸付に伴う債務不履行により受ける損害
賠償金

○外国金融機関からの和解金に含まれる運用益
相当額

○本業のかたわら行った商品取引による所得
○給与所得者がネットオークション等により副
収入を得た場合

○インターネットを通じた金融取引（オンライ
ントレード）による所得区分

○民泊による所得の区分
○副業収入の所得区分
○シェアリングエコノミーによる所得の所得区分

など

第３章　収入金額
第１　収入金額
第２　収入の帰属時期

第４章　必要経費
第１　公租公課
第２　旅費交通費
第３　海外渡航費
第４　広告宣伝費
第５　家事関連費
第６　棚卸資産
第７　資本的支出と修繕費
第８　減価償却費
第９　繰延資産
第10　資産損失
第11　〔欠〕
第12　引当金、準備金
第13　損害賠償金等
第14　保険料等
第15　その他の必要経費
第16　社会保険診療報酬

第17　必要経費の帰属時期
第18　事業専従者・青色事業専従者
第19　青色申告特別控除
第20　消費税関係

第５章　損益通算
第１　損益通算
第２　純損失又は雑損失の繰越控除

第６章　所得控除
第１　雑損控除
第２　医療費控除
第３　社会保険料控除
第４　小規模企業共済等掛金控除
第５　生命保険料控除
第６　損害（地震）保険料控除
第７　寄附金控除
第８　障害者控除
第９　公的年金控除
第10　寡婦・ひとり親控除
第11　勤労学生控除
第12　配偶者控除及び配偶者特別控除と

扶養控除
第13　所得金額調整控除
第14　その他の控除

第７章　税額計算
第１　税額計算
第２　短期所有土地等及び土地等に係る

事業所得等の課税の特例
第３　変動所得・臨時所得
第４　〔欠〕
第５　株式等に係る譲渡所得等

第８章　税額控除
第１　配当控除
第２　住宅借入金等特別控除
第３　外国税額控除
第４　政治活動に関する寄附をした場合

の所得税の特別控除
第５　その他の税額控除

第９章　申告、納付及び還付
第１　予定納税と減額申請
第２　確定申告
第３　青色申告
第４　更正の請求
第５　延納・納税の猶予
第６　還付の請求
第７　源泉所得税
第８　更正決定等

第10章　不服申立て

第11章　記帳制度

第12章　非居住者関係

第13章　その他
第１　届　出
第２　納税証明
第３　災害による特例措置等
第４　復興特別所得税
第５　所得税調査手続の明確化
第６　調　書
第７　附帯税

索　引
○事項索引

※第１章～第２章第10の細目次を掲載し、第
３章第１～第13章第７は省略してあります。
また、内容を一部変更することがあります
ので、ご了承ください。
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